
   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
  
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

� 給与等に係る源泉所得税と不納付加算税                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Ｑ：給与に係る源泉所得税を納付し忘れま

した。不納付加算税が課されない場合がある

そうですが、それはどのような場合ですか？                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ａ：次の場合は、不納付加算税がかかりま

せん。 

【解説】  

給与等に係る源泉所得税は、原則として、当

月分は翌月の10日までに納付しなければなら

ず、納付しない場合は、不納付加算税の対象に

なるとされています。 

ただし、その法定納期限までに納付する意

思があったと認められる一定の場合について

は、法定納期限から１ヵ月を経過する日まで

に納付をすれば、不納付加算税が課せられな

いこととされています。 

この場合の法定納期限までに納付の意思が

あったと認められる場合とは、法定納期限の

属する月の前月末から１年前の日までの間に

法定納期限が到来する源泉所得税について、

次の①及び②に該当する場合をいうとされて

います。 

①納税の告知を受けたことがない場合 

②納税の告知を受けることなく法定納期限後

に納付された事実がない場合 

つまり、この①及び②のいずれにも該当す

る場合は、期限内納付がなかった場合でも、法

定納期限から１ヶ月を経過する日までに納付

すれば、不納付加算税は課されないというこ

とです。  
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